
群馬労働局では、11 月の「過労死等防止啓発月間」における過重労働解消キャンペーン及び

「しわ寄せ」防止キャンペーンと併せて、 「年収の壁・支援強化パッケージ」に係るキャリアアップ助成金

の活用及び配偶者手当の見直し促進の取組について、県内の労使団体等に周知・協力の要請を実施

しました。

要請の様子

一般社団法人群馬県経営者協会 群馬県中小企業団体中央会

一般社団法人群馬県商工会議所連合会 群馬県商工会連合会

建設業労働災害防止協会群馬県支部 陸上貨物運送事業労働災害防止協会群馬県支部

「過重労働解消キャンペーン」、「しわ寄せ」防止キャンペーン、

「年収の壁・支援強化パッケージ」の取組について、周知・協力を

要請しました！



群馬県社会保険労務士会 一般社団法人群馬労働基準協会連合会

日本労働組合総連合会群馬県連合会

取組の内容は下記をご覧ください。

・11 月は「過労死等防止啓発月間」です（記者発表資料）

・11 月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です！（記者発表資料）

・過重労働解消キャンペーン（厚生労働省ホームページ）

・群馬労働局の取組 トピックス（11 月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です）

・しわ寄せ防止特設サイト

・年収の壁・支援強化パッケージ（厚生労働省ホームページ）

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001619115.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001619120.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/gunmatopics_2023.10.18.html
https://work-holiday.mhlw.go.jp/shiwayoseboushi/
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

